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産科医療補償制度および制度改定について 

 

○  産科医療補償制度は、安心して産科医療が受けられる環境整備の一環として、分

娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児およびその家族の経済的負担を速や

かに補償するとともに、原因分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提

供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図るこ

とを目的としています。 

 本制度は、医療保険者が出産育児一時金の一部として掛金を全て負担する民間の

保険制度により実施しております。分娩機関は、分娩に係る医療事故により脳性麻

痺の児が出生した場合に、あらかじめ分娩機関と妊産婦との間で取り交わした補償

契約（補償約款）にもとづいて、当該分娩機関から当該児に補償金を支払うことと

なります。当該分娩機関が支払う補償金を担保するために、運営組織が契約者とな

る損害保険に加入していますので、保険金が補償金として支払われる仕組みとなっ

ています（別紙図 1のとおりです）。 

本制度の補償は、出生したお子様が本制度の定める脳性麻痺になり、補償対象基

準、除外基準、重症度の基準の３つの基準をすべて満たす場合、補償対象となりま

すので、出生年ごとの審査基準に基づいて適正に審査しております。 

 

○  本制度の補償対象基準等の見直しについては、近年の早産児を取り巻く周産期医

療の進歩や在胎週数・出生体重ごとの脳性麻痺の発生率の傾向等に関するこれまで

のデータをもとに、その時点時点での医学的知見や医学水準を踏まえ、専門家や学

会関係者による専門的な議論を経た後、医療保険者や学識者が参画する国の審議会

において、掛金とともに決定されております（補償対象基準等は別紙図 2のとおり

です）。 

 

○  制度創設時、在胎週数 28週以上 33週未満は、当時の検討に用いた過去のデータ

は脳性麻痺の発生率が高かったことから「未熟性による脳性麻痺」が多いと考えら

れ、個別審査基準を設けて、低酸素状況がある場合にのみ補償対象基準に該当する

とされました。2015 年の見直しを経て、在胎週数 28 週以上 32 週未満は、引き続

き、低酸素状況がある場合にのみ補償対象基準に該当するとされました。 

2022年の見直しにあたっては、在胎週数 28週以上 32週未満と 32週以上の脳性

麻痺の発生率を比較したところ、周産期医療が進歩したことにより両者の相違は減

少傾向にあり、この傾向が継続すると見直し後においては概ね同水準となると判断

されました。 

 



 また、制度の見直しにあたっては、これまでに産科医療補償制度で得られたデ

ータを分析し、それをもとに検討することが重要であることから、2009年～2014

年の個別審査で補償対象外とされた事案について分娩に関連した事象をみたとこ

ろ、約 99%は「分娩に関連する事象*」または「帝王切開」のいずれかが認められ

ました。この結果は、出生年の個別審査基準に該当していないものの、脳性麻痺

発症につながる、妊娠・分娩経過において生じる何らかの事象があったと考えら

れました。 

一方、一般審査基準については、出生体重と在胎週数の基準を満たせば、補償対

象に該当するとされており、分娩中の低酸素状況については問わない基準となって

います。 

 これらのことから、2022年以降において、28週以上 32週未満の脳性麻痺につい

ては、32週以上と同様に分娩に関連して発症したものと考えて、個別審査を一般審

査に統合することが妥当であると判断されました。 

＊「分娩に関連する事象」とは、脳性麻痺発症につながる、妊娠・分娩経過におい

て生じる事象であり、以下の状況を指します。 

早産前期破水、子宮内感染、一絨毛膜性双胎、前置胎盤・低置胎盤からの出血、

常位胎盤早期剥離、子宮破裂（切迫子宮破裂を含む）、臍帯脱出、脳室周囲白質軟

化症、低酸素性虚血性脳症、頭蓋内出血 

 

○  また、本制度の保険設計については、創設当初、通常の民間保険商品と同様に、

補償対象者数が予測を上回った場合は補償原資との差額が保険会社の欠損、下回っ

た場合は保険会社の利益となる保険設計となっておりました。しかしながら、補償

原資に剰余が生じた場合は、剰余分が保険会社から運営組織に返還される仕組みが、

第 4 回産科医療補償制度運営委員会（2009年 6月）において議論され、導入され

ております。 

 剰余金の使途については、2015 年の制度改定の際に、医療保険者や学識者が参

加する国の審議会において、複数回にわたり議論を行い、本来であれば費用の実質

的な負担者である医療保険者に返還する選択肢もあったものの、安定的な制度運営

の観点から、将来の保険料に充当し更なる掛金の引き下げに使われることとされま

した。 

 また、2022 年の制度改定の際に、2020 年 9 月から 4 回にわたり開催された「産

科医療補償制度の見直しに関する検討会」において、本制度の長期的な安定運営の

観点から、今後も 2040年まで毎年約 80億円充当していくこととされ引き続き掛金

の引き下げに使われることが、2020年 12月に開かれた国の審議会において了承さ

れております。 

   なお、2015 年以降の出生児からこれまで累計約 537 億円を本制度に加入する分

娩機関が支払う掛金に充当してきております。 

 

 

 



図 1 制度の仕組み 
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